
家
族
介
護
者
の
集
い　
　
　
　

「
ス
マ
イ
ル
・
ス
マ
イ
ル
」

時
5
月
18
日
（
水
）
10:

00
〜
12:

00

所
駅
南
庁
舎
地
下
1
階
第
2
会
議
室

容
切
り
絵
工
作「
和
紙
の
ラ
ン
プ
シ
ェ
ー

ド
作
り
」　

講
師
：
森も
り
た田　

亨
と
お
るさ

ん

対
家
族
介
護
者
ま
た
は
介
護
に
関
心

の
あ
る
人　

料
５
０
０
円
（
材
料
費
）

募
5
月
16
日
（
月
）
ま
で

問
ス
マ
イ
ル
・
ス
マ
イ
ル
事
務
局
（
駅
南
庁

舎
鳥
取
中
央
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
内
）

 

０
８
５
７-

20-

３
４
５
６

寝
具
丸
洗
い
乾
燥
サ
ー
ビ
ス　

 

6
月
実
施
分

対
一
人
暮
ら
し
で
75
歳
以
上
の
人
（
高

齢
者
の
み
の
世
帯
も
含
む
）、
65
歳
以

上
の
一
人
暮
ら
し
で
身
体
虚
弱
な
人
ま

た
は
在
宅
の
寝
た
き
り
の
人　

料
掛
布

団
：
２
０
０
円
、
敷
布
団
：
２
０
０
円
、

羽
根
布
団
：
３
０
０
円
、
毛
布
：
１
０

０
円　

※
枚
数
に
制
限
が
あ
り
ま
す
。

募
5
月
20
日
（
金
）
ま
で
に
電
話
で

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

問
駅
南
庁
舎
高
齢
社
会
課

 

０
８
５
７-

20-

３
４
５
３

各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課（

 

12
ペ
ー
ジ
）

基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト　
　
　

日
常
生
活
圏
域
ニ
ー
ズ
調
査

　

高
齢
者
が
、
健
康
で
活
力
あ
る
生
活

を
送
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
支
援
す
る

た
め
、
生
活
状
況
や
健
康
状
態
な
ど
に

つ
い
て
の
調
査
を
行
い
ま
す
。
調
査
用

紙
に
記
入
の
う
え
、
同
封
の
返
信
用
封

筒
で
ご
返
送
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
調
査
結
果
は
、
本
市
に
お
け

る
介
護
予
防
事
業
等
の
施
策
に
役
立
た

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ま
た
、
結
果
に

よ
り
介
護
予
防
事
業
の
参
加
の
案
内
を

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

時
調
査
時
期
：
5
月
下
旬
か
ら
6
月
中

旬　

対
65
歳
以
上
の
人
（
要
介
護
3
、

4
、
5
と
認
定
さ
れ
て
い
る
人
を
除
く
）

問
駅
南
庁
舎
高
齢
社
会
課

 

０
８
５
７-
20-

３
４
３
５

各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課（

 

12
ペ
ー
ジ
）

フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー

生
活
援
助
型
の
協
力
会
員
募
集

　

高
齢
者
世
帯
や
、
介
護
の
必
要
な
高
齢

者
と
生
活
し
て
い
る
人
が
地
域
の
中
で
安

心
し
て
暮
ら
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
簡

単
な
家
事
・
介
護
の
援
助
を
行
う
フ
ァ
ミ

リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
（
生
活
援

助
型
）
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

対
高
齢
者
の
家
庭
を
訪
問
し
、
要
望
に
応

じ
て
援
助
が
で
き
る
人　

容
食
事
の
準

備
・
後
片
付
け
、
掃
除
、
病
院
へ
の
付
き

添
い
な
ど
の
軽
度
で
専
門
性
を
要
し
な
い

も
の　

料
登
録
料
お
よ
び
会
費
無
料　

額
▽
平
日
７:

00
〜
20:

00  

１
時
間
６

０
０
円　

▽
土
・
日
・
祝
祭
日
お
よ
び
12

月
29
日
〜
１
月
３
日  

１
時
間
８
０
０
円

問
鳥
取
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー（
さ

ざ
ん
か
会
館
１
階
鳥
取
市
社
会
福
祉
協
議
会
内
）

 

０
８
５
７-

22-

７
４
７
４

 

０
８
５
７-

39-

２
７
６
２

各
町
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

市
民
ま
ち
づ
く
り
提
案
事
業
助
成
金

協
働
事
業
（
市
民
等
提
案
）
部
門

容
地
域
の
課
題
解
決
や
ま
ち
の
活
性
化

を
目
的
と
し
て
、
市
民
な
ど
が
自
由
な
発

想
に
よ
り
企
画
、
提
案
す
る
「
ま
ち
づ
く

り
事
業
」
を
支
援
す
る
た
め
、
経
費
の
一

部
を
助
成　

対
市
民
、
市
民
活
動
団
体
、

各
種
団
体
な
ど　

▽
対
象
事
業
：
市
民

な
ど
と
市
が
協
働
し
て
行
う
次
の
事
業

①
地
域
や
市
の
身
近
な
課
題
を
解
決
す

る
事
業　

②
市
と
協
働
す
る
こ
と
で
更

な
る
効
果
が
期
待
で
き
る
事
業　

③
新

た
な
視
点
か
ら
の
先
駆
的
、
独
創
的
な
事

業　

④
将
来
性
が
あ
る
事
業
（
将
来
的
な

自
立
に
つ
な
が
る
事
業
）　

額
上
限
70
万

円
（
助
成
対
象
経
費
の
10
分
の
8
）　

募

5
月
2
日
（
月
）
〜
31
日
（
火
）

問
本
庁
舎
協
働
推
進
課

 

０
８
５
７-

20-

３
１
８
２

国
際
・
国
内
民
間
交
流
助
成
事
業

容
事
業
費
を
一
部
助
成　

▽
交
流
先
：

清
州
市
（
韓
国
）、
ハ
ー
ナ
ウ
市
（
ド
イ

ツ
）、太
倉
市
、沙
河
市
、オ
ル
ド
ス
市
（
中

国
）、
ブ
ラ
ジ
ル
鳥
取
県
人
会
（
ブ
ラ
ジ

ル
）、
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
市
（
ロ
シ
ア
）、

国
内
の
県
外
都
市　

対
市
民
が
中
心
と

な
っ
て
構
成
す
る
民
間
団
体
が
、
経
済
、

文
化
、
歴
史
、
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
の
分
野

で
行
う
姉
妹
都
市
な
ど
と
の
交
流
事
業

（
国
内
の
場
合
は
交
流
先
で
実
施
す
る
事

業
）　

募
5
月
2
日
（
月
）
〜
31
日
（
火
）

問
本
庁
舎
企
画
調
整
課

 

０
８
５
７-

20-

３
１
５
４

日
本
赤
十
字
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
イ
ベ
ン
ト

「
河
原
城 

春
の
大
茶
会
」

時
5
月
3
日
（
火
）、
4
日
（
水
）

10:

00
〜
15:

00　

所
河
原
城
イ
ベ
ン

ト
広
場
お
よ
び
河
原
城
（
雨
天
の
場
合

は
河
原
城
内
）　

容
▽
お
茶
席
（
抹
茶
）

の
披
露　

▽
ス
テ
ー
ジ
イ
ベ
ン
ト
（
4
日

の
み
）　

▽
ジ
ャ
ン
グ
ル
ジ
ム
、
キ
ッ
チ

ン
バ
ン
ド
、
マ
ジ
ッ
ク
、
梅
干
し
の
種
飛

ば
し
大
会
、
ク
イ
ズ
大
会
、
も
ち
つ
き
、

バ
ザ
ー
各
種　

※
河
原
城
2
階
イ
ベ
ン

ト
ホ
ー
ル
に
て
特
別
展:

内
閣
府
国
際

お知らせ

福　祉

情報ひろば Inform
ation
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青
年
育
成
交
流
事
業
・
中
尾
和
則
写
真

展
「
リ
ト
ア
ニ
ア
紀
行
」
同
時
開
催
。

※
当
日
は
「
東
日
本
大
震
災
」
の
被
災

地
へ
の
義
援
金
を
募
り
ま
す
。

問
河
原
城
風
土
資
産
研
究
会

 
０
８
５
８-

85-

０
０
４
６

殺
虫
剤
の
無
償
配
布

容
衛
生
駆
除
薬
剤
（
殺
虫
剤
）
を
配
布

※
１
世
帯
１
袋
　
対
主
に
公
共
下
水
道

な
ど
が
未
整
備
の
地
区
の
人　

料
無
料

受
５
月
６
日
（
金
）
〜
31
日
（
火
）
の

間
に
、
問
い
合
わ
せ
先
窓
口
ま
で

問
市
役
所
本
庁
舎
生
活
環
境
課

 

０
８
５
７-

20-

３
２
１
６

各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課（

 

12
ペ
ー
ジ
）

歩
こ
う
会
5
月
例
会

時
5
月
8
日
（
日
）
8:

00
〜
15:

00

容
鳥
取
駅
《
集
合
》

 

大
岩
〜
網

代
〜
田
後
〜
浦
富
〜
岩
美
《
解
散
》（
歩

行
距
離
約
８
㌖
）　

料
往
復
６
４
０
円

※
弁
当
や
水
筒
、
雨
具
は
各
自
で
ご
用

意
く
だ
さ
い
。

問
歩
こ
う
会
事
務
局 

 

０
８
５
７-

23-

７
９
３
０

自
主
防
犯
団
体
活
動
補
助
金

容
防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル
用
具
購
入
、
安

全
マ
ッ
プ
作
成
、
広
報
紙
発
行
な
ど
に

補
助　

対
各
地
域
で
継
続
的
に
自
主

防
犯
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
る
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
団
体
・
自
治
会
・
町
内
会
な
ど

で
過
去
に
当
該
補
助
を
受
け
て
い
な
い

団
体　

員
3
団
体
程
度　

※
予
算
の

範
囲
内
で
交
付
し
ま
す
の
で
、
選
考
と

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。　

額
1
団

体
あ
た
り
10
万
円
ま
で　

募
5
月
10

日
（
火
）
〜
6
月
15
日
（
水
）

問
本
庁
舎
危
機
管
理
課

 

０
８
５
７-

20-

３
１
１
８

春
の
全
国
交
通
安
全
運
動

ゆ
ず
り
合
う

　
　
ゆ
と
り
と
笑
顔   

防
ぐ
事
故

時
5
月
11
日
（
水
）
〜
20
日
（
金
）

容
▽
運
動
の
重
点
：
子
ど
も
と
高
齢
者
の

交
通
事
故
防
止
、
自
転
車
の
安
全
利
用
の

凡例
対＝対象　容＝内容　時＝日時　募＝募集期間・方法
所＝場所　員＝定員　数＝数量　額＝支給・助成額など
料＝料金　受＝受付　条＝条件　持＝持参するもの
問＝問い合わせ先

推
進
〜
自
転
車
安
全
利
用
五
則
の
周
知
徹

底
〜
、
す
べ
て
の
座
席
の
シ
ー
ト
ベ
ル
ト

と
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
正
し
い
着
用
の

徹
底
、飲
酒
運
転
の
根
絶
▽
5
月
20
日（
金
）

は「
交
通
事
故
死
ゼ
ロ
を
目
指
す
日
」で
す
。

問
本
庁
舎
協
働
推
進
課

 

０
８
５
７-

20-

３
１
７
１

普
通
救
命
講
習
会

時
5
月
15
日
（
日
）
13:

00
〜
16:

00 

所
東
部
消
防
局
（
吉
成
） 

対
中
学
生

以
上　

容
心
肺
蘇
生
法
と
Ａ
Ｅ
Ｄ
（
自

動
体
外
式
除
細
動
器
）
の
実
技
指
導
な

ど　

料
無
料　

※
当
日
受
付
可

問
東
部
消
防
局
警
防
課

 

０
８
５
７-

23-

２
３
０
３

国保料納付・休日相談窓口
と　き　【夜間窓口】5月 10日・24日（火）17:15 ～ 20:00
　　　　【休日窓口】5月 15日（日）9:00 ～ 16:00
ところ　駅南庁舎1階保険年金課  国民健康保険窓口（20番窓口）
内　容　国民健康保険料の納付

国民健康保険料の納付相談
問い合わせ先　駅南庁舎保険年金課 0857-20-3483
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学生納付特例の申請は
お済みですか？

■在学期間中の保険料を社会人になってから納め
ることができる制度です。
　20歳から 60歳までのすべての人は、国民年金に加
入しなければなりません。
　学生のみなさんも 20歳になると国民年金に加入し、
保険料を納付することが義務づけられています。
　しかし、下記の学校に在学している学生のうち、本
人の前年所得が 118 万円以下であれば、学生納付特
例制度が利用できます。学生納付特例の承認を受ける
と、承認された期間の保険料は納付が猶予されますし、
万一の事故や病気で障がいが残ったとき、一定の要件
を満たしていれば障害基礎年金が受けられます。
【対象となる学校】
大学（大学院）、短大、高等学校、高等専門学校、専
修学校および各種学校
※夜間部、定時制課程、通信制課程の学生も対象となります。
※各種学校については、修業年限が 1年以上で、都道
　府県などの認可を受けている学校が対象となります。

■毎年度申請手続きが必要です。
　学生納付特例の申請は毎年度必要です。4月分から
の申請をされる人は、5月末までに申請してください。
【申請に必要なもの】
・年金手帳　・認印（本人が署名する場合は不要）
・学生証又は申請する年度に証明された在学証明書

▽会社などを退職して学生になった人は、次の書類
　のいずれかが必要です。
・雇用保険被保険者離職票（コピー可）
・雇用保険受給資格者証（コピー可）
・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書（コピー可）

問い合わせ先　鳥取年金事務所  0857-27-8311
　　　　　　　駅南庁舎保険年金課  0857-20-3484

市税納付時間外窓口の開設
　金融機関の営業時間内に納税するのが困難な人のた
めに時間外窓口を開設します。（毎月第 1木曜日、第
1木曜日が祭日の場合は第 2木曜日）
と　き　　　　　 、　　　　 、　　　　 、
　　　　　　　　 、　　　　 、　　　　 、
　　　　　　　　 、　　　　 、　　　　
　　　　 いずれも17:15～19:30
ところ　駅南庁舎　1階収税課（1番窓口）
問い合わせ先　駅南庁舎収税課  0857-20-3431

5月 12日 6月 2日 7月 7日 8月 4日
9月 1日 10月 6日 11月 10日 12 月 1日
1月 5日 2月 2日 3月 1日


